
マイナポータル連携の対象はこちら

連携に対応している
証明書発行企業等はこちら

マイナポータル連携
の詳細はこちら

※1 自動入力の対象になるためには、お勤め先（給与等の支払者）
が税務署にe-Tax等で給与所得の源泉徴収票を提出してい
ること等の要件があります。

※2 事前にマイナポータルで代理人の登録を行うことにより、申告
に含めることができるご家族の証明書を取得することができ
ます。

収入関係

• 給与所得の源泉徴収票※１

• 公的年金等の源泉徴収票

• 株式の特定口座年間取引報告書

• 医療費※2

• ふるさと納税

• 社会保険（国民年金保険料 等） ※2

• 生命保険・地震保険※2

• iDeCo

• 住宅ローン控除関係

控除関係

医療費の領収書等の

収集や集計が

不要

確定申告書の

該当項目へ

自動入力

書類の

管理・保管が

不要

マイナポータル連携を利用するための事前準備は裏面をご確認ください

利用した方から
感動の声も続々！

確認だけ！
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マイナポータル連携には こんなメリットが...

確定
申告

確定
申告

スッキリ！

など

代理人登録の
詳細はこちら



お任せください

確定申告は

国税庁 法人番号7000012050002

書類を集める手間が省けて、時間が短縮できた

自動入力されるので入力ミスがなくなり、安心できた

昨年、連携の事前準備をしていたので、今年は、よりスムーズだった

令和８年１月以降、収入関係については、「生命保険契約等の一時金・年金」及び「損害保険契約等の満期返戻金等・年金」
（それぞれ対応する保険会社に限ります）が、控除関係については、ふるさと納税以外の一部の寄附金が、新たにマイナ
ポータル連携の対象となる予定です。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
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